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一

　

は　

じ　

め　

に

一　

東
京
都
公
文
書
館
蔵
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
に
つ
い
て

二　

た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
に
つ
い
て

　

お　

わ　

り　

に

は
　
じ
　
め
　
に

筆
者
は
、「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥
─
そ
の
変
遷
を
中
心

に
─（
上
）（
中
）」（
以
下
、
前
稿（
上
）（
中
）と
略
す
）に
お
い
て
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特

別
文
庫
室
蔵
の
「
御
本
丸
寛
永
度
絵
図
」
と
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
の
「
江
戸
御
城

殿
中
絵
図
」
を
紹
介
し
、「
御
本
丸
寛
永
度
絵
図
」
は
、
寛
永
の
年
号
が
つ
い
て
い
る

も
の
の
元
禄
期
後
半
、「
江
戸
御
城
殿
中
絵
図
」
も
、
そ
の
内
容
か
ら
綱
吉
時
代
の
御

殿
図
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
後
、
調
査
の
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
図
に
酷
似
し
、
し
か
も
、
部
屋
名
な
ど

の
情
報
が
豊
富
な
二
点
の
絵
図
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
再
度
、
前
稿

（
1
）

元
禄
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

深
　
井
　
雅
　
海

で
紹
介
し
た
絵
図
と
比
較
し
な
が
ら
、
元
禄
時
代
に
お
け
る
御
殿
の
構
造
に
つ
い
て
、

考
察
し
た
い
。

一
　
東
京
都
公
文
書
館
蔵
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
に
つ
い
て

「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
は
、
旗
本
の
新
見
正
登
・
正
路
父
子
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

「
新
見
文
書
」
に
含
ま
れ
る
、
本
丸
御
殿
の
「
奥
」・「
表
」
空
間
を
示
す
絵
図
で
あ
る
。

な
お
、
本
図
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
絵
図
が
、
谷
直
樹
編
『
大
工
頭
中
井
家
建
築
指
図
集
─

中
井
家
所
蔵
本
─
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
図

の
表
題
は
、「
御
本
丸
惣
指
図
」（
同
上
書
九
一
頁
掲
載
）で
あ
る
。

で
は
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
の
「
御
本
丸
寛
永
度
絵
図
」
と
東
京

都
公
文
書
館
蔵
の
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
を
比
較
し
な
が
ら
、「
奥
」・「
表
」
の
構
造

に
つ
い
て
究
明
し
た
い
。
図
1
が
「
御
本
丸
寛
永
度
絵
図
」、
図
2
が
「
御
本
丸
奥
表

絵
図
」
で
あ
る
。
図
1
は
前
稿（
上
）で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、「
護
持
院
部
屋
」（
図
中
番

号
①
、以
下
同
じ
）が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
元
禄
期
後
半
の
御
殿
図
と
推
定
さ
れ
る
。

（
2
）
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二

ま
ず
両
図
を
比
較
し
て
み
る
と
、
構
造
的
に
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
く
に
、
御
座
之
間
・
御
休
息
之
間
近
く
に
見
え
る
二
つ
の
能
舞
台
や
楽
屋
な
ど
の
状

況
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
五
代
将
軍
綱
吉
は
、「
常
憲
院
殿
御
実
紀
附
録
巻
下
」
に
、

「
常
の
御
遊
に
は
殊
更
申
楽
を
好
ま
せ
給
ひ
、
常
に
御
み
づ
か
ら
人
に
先
だ
ち
て
御
所

作
あ
り
け
れ
ば
」
と
記
さ
れ
る
と
お
り
、
能
が
趣
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍
の

生
活
空
間
に
能
舞
台
や
楽
屋
が
張
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
い
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
図
2
の
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
も
綱
吉
時
代
の
御
殿
図
と
推
測

さ
れ
る
。

し
か
し
、
外
観
は
似
て
い
て
も
、
内
部
の
部
屋
名
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ

る
の
で
、
詳
細
に
み
て
み
よ
う
。
図
1
に
見
え
る
「
護
持
院
部
屋
」
は
、
図
2
の
該
当

部
分（
①
）で
は
空
欄
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
左
下
に
見
え
る
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）設
置
の
「
奥
御
詰
衆
」
部
屋（
②
）は
同
じ
場
所
に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

図
2
は
元
禄
期
後
半
よ
り
前
の
図
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

つ
ぎ
に
、「
御
座
之
間
」
の
部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
御
座
之
間
は
、
五
部
屋
に

分
れ
て
い
る
。
上
段
・
下
段
・
御
次
・
三
之
間
は
同
じ
で
あ
る
が
、
三
之
間
の
下
に
見

え
る
部
屋
名
が
異
な
っ
て
い
る
。
図
1
は
「
御
囲
炉
裏
間
」、
図
2
は
「
桐
之
間
」
で

あ
る（
③
の
部
分
）。
一
方
、
後
年
の
宝
永
二
〜
三
年（
一
七
〇
五
〜
〇
六
）の
御
殿
図
と
推

定
さ
れ
る
図
3
の
「
江
戸
城
御
本
丸
御
表
御
中
奥
御
大
奥
総
絵
図
」（
東
京
都
立
中
央
図

書
館
特
別
文
庫
室
蔵
）で
は
、
こ
の
部
分
は
「
相
ノ
間
」（
③
）と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
老
中
部
屋
の
変
化
に
つ
い
て
記
す
、
新
井
白
石
の
「
紳
書
」
を
引
用
し
て

み
よ
う（
傍
線
筆
者
）。

一
厳
有
院
殿
○
徳
川

家
綱

の
御
代
の
頃
迄
は
、
御
坐
の
間
の
下
の
間
の
次
に
、
今
も
あ

る
九
尺
に
三
間
の
間
を
九
畳
敷
と
い
ひ
て
、
其
次
の
間
の
、
間
の
襖
障
子
を
開
け

ば
、
則
今
の
相
の
間
と
い
ふ
所
に
今
も
有
、
夕
顔
の
板
戸
た
ち
し
椽
が
は
に
、
毎

日
老
中
は
伺
候
せ
ら
れ
し
な
り
、（
中
略
）然
れ
ば
毎
日
老
中
の
伺
候
せ
ら
れ
し
間

は
、
御
坐
の
間
よ
り
し
て
は
、
纔
に
御
坐
の
間
の
次
の
間
と
、
九
畳
敷
の
間
と
を

隔
て
し
の
み
な
り
き
、
○
中

略

扨
常
憲
院
殿
○
徳
川

綱
吉

御
代
の
初
も
、
大
や
う
は
元
の
如

く
な
り
し
に
、
稲
葉
石
見
守
○
正

休

、
堀
田
筑
前
守
○
正

俊

を
刺
殺
せ
し
は
、
か
の
松

に
藤
の
杉
戸
の
口
に
参
り
て
、
御
用
候
と
て
、
筑
前
守
の
夕
顔
の
杉
戸
の
際
の
椽

が
は
に
伺
候
せ
し
を
呼
た
て
ゝ
、
其
次
の
間
の
松
に
藤
の
杉
戸
外
に
て
刺
殺
し
た

る
也
、
是
よ
り
御
栖
居
改
り
て
、
昔
よ
り
御
膳
立
の
間
な
り
し
所
を
老
中
の
御
用

部
屋
と
名
付
て
、
そ
こ
に
老
中
伺
候
し
、
彼
老
中
伺
候
の
間
を
桐
の
間
と
い
ひ

て
、
番
衆
な
ど
置
れ
し
な
り
、
○
註

略

是
よ
り
老
中
御
前
を
遠
ざ
け
ら
れ
し
事
幾
間

と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
、（
後
略
）

す
な
わ
ち
、「
紳
書
」
に
よ
れ
ば
、
家
綱
時
代
か
ら
綱
吉
時
代
の
初
期
、
天
和
期
ま

で
の
老
中
の
詰
所
は
、
将
軍
の
御
座
之
間
の
「
次
の
間
」（
④
）と
「
九
畳
敷
」（
九
尺
に
三

間
の
間
、
⑤
）を
隔
て
た
「
今
の
相
の
間
」（
宝
永
〜
正
徳
期
、
③
）で
あ
っ
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
、
貞
享
元
年（
一
六
八
四
）に
、
若
年
寄
稲
葉
正
休
が
大
老
堀
田
正
俊
を
こ
こ
で

殺
害
す
る
と
い
う
刃
傷
事
件
が
発
生
し
た
た
め
、「
御
膳
立
の
間
」
を
老
中
の
御
用
部

屋
と
し
、「
彼
老
中
伺
候
の
間
」、
つ
ま
り
、「
今
の
相
の
間
」
を
「
桐
の
間
」
と
名
付

け
て
、
番
衆（
桐
之
間
番
）な
ど
を
置
い
た
と
い
う
。

こ
の
白
石
の
「
紳
書
」
の
記
事
を
信
用
す
る
と
、
図
2
の
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
で

は
、
宝
永
〜
正
徳
期
の
「
相
の
間
」
の
部
分
が
「
桐
之
間
」（
③
）と
な
っ
て
い
る
の
で
、

図
2
は
貞
享
頃
の
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
元
禄
二
年
設
置
の
「
奥
御
詰

衆
」
部
屋（
②
）も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
図
で
あ
り
、
し
か
も
、「
御

老
中
部
や
」（
⑥
）が
「
御
膳
立
の
間
」（
⑦
）で
は
な
く
、「
表
」
と
の
境
で
あ
る
「
時
圭

ノ
間
」
の
右
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
、
貞
享
か
ら
さ
ら
に
時
期
が
経
過
し
た
元
禄
期
前

半
の
図
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
老
中
部
屋
は
、
こ
れ
以
降
幕
末
期
に
至
る
ま

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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三

で
、
こ
の
場
所
に
定
着
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
老
中
の
部
屋
が
将
軍
の
御
座
之
間
の
中
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
家
綱
時
代
ま
で
は
老
中
が
将
軍
の
側
近
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
綱

吉
時
代
初
期
、
大
老
堀
田
正
俊
刺
殺
事
件
を
契
機
に
、
老
中
の
御
用
部
屋
を
「
表
」
近

く
に
移
し
た
こ
と
は
、
老
中
の
役
目
が
、
将
軍
の
補
佐
役
と
い
う
よ
り
も
、
行
政
機
構

=

「
表
」
の
長
官
と
し
て
の
機
能
が
強
ま
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
老
中
に
代

わ
っ
て
、
将
軍
の
政
務
補
佐
役
と
な
っ
た
の
が
、
側
用
人
で
あ
る
。
側
用
人
の
詰
所
は
、

「
奥
」
の
中
心
部
に
見
え
る
「
御
用
部
屋
」
二
つ（
⑧
）と
考
え
ら
れ
る
。
宝
永
二
〜
三
年

の
状
況
を
示
す
図
3
で
も
、
こ
の
辺
り
に
当
時
の
側
用
人
で
あ
る
松
平（
柳
沢
）吉
保
と

松
平
輝
貞
の
部
屋（
⑨
）が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
図
2
を
元
禄
期
前
半
の
図
と
推
定
す
る

と
、
二
つ
の
「
御
用
部
屋
」
は
、
当
時
の
側
用
人
牧
野
成
貞
と
柳
沢
保
明
の
部
屋
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
下
側
に
は
、
小
性（
⑩
）、
小
納
戸（
⑪
）、
御
廊
下
番（
⑫
）

な
ど
側
近
役
の
詰
所
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。

つ
い
で
、「
表
」
の
空
間
を
み
て
み
よ
う
。「
表
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
下
部
屋
付

近
で
あ
る
。
図
1
で
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
図
2
で
は
納
戸
口（
老
中
口
）が
「
奥

中
ノ
口
」（
⑬
）と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
納
戸
口
に
は
老
中
・
側
用
人
・
若
年
寄
・

側
衆
な
ど
の
下
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
図
で
は
、
右
か
ら
「
御

留
主
（
守
）居
」・「
御
勘
定
頭
」・「
御
守
衆
」（
二
部
屋
）・「
肥
後
守
」・「
出
雲
守
」
と
記
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
部
屋
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
留
守
居
と
勘
定
頭
に
つ
い
て
で
あ
る
。
松
尾
美
恵
子
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、

寛
永
末
年
頃
に
は
留
守
居
が
勘
定
頭
の
職
務
を
兼
務
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
慶

安
期
に
留
守
居
専
任
と
な
っ
た
も
の
の
、
金
銀
の
出
納
業
務
は
こ
れ
以
降
も
留
守
居
に

属
し
て
い
た
が
、
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）に
至
っ
て
、
勘
定
頭
が
幕
府
財
政
機
構
を
全

面
的
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
留
守
居
と
勘
定
頭
の
部
屋
が
並
ん
で
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
間
の
移
動
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
検
証
が
必

要
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、「
御
守
衆
」
に
つ
い
て
み
よ
う
。
綱
吉
時
代
の
「
御
守
衆
」
と
い
う
役
目

で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
綱
吉
世
子
の
徳
松
付
き
で
あ
る
。
徳
松
は
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）五
月
に
神
田
御
殿
で
生
ま
れ
、
父
綱
吉
の
将
軍
家
相
続
に
伴
い
、
翌
八
年

一
一
月
、
将
軍
世
嗣
と
し
て
江
戸
城
西
丸
御
殿
に
移
っ
た
も
の
の
、
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）閏
五
月
に
没
し
た
。
こ
の
徳
松
に
は
、
綱
吉
の
館
林
時
代
、「
徳
松
様
方
」

と
し
て
、
内
藤
重
（
十
）兵
衛（
正
興
）・
本
庄
太
郎
兵
衛（
資
俊
）・
杉
浦
左
之
助（
典
治
）・
黒

田
三
五
郎（
直
邦
）・
金
田
与
左
衛
門
の
五
名
が
付
属
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
徳
松
が
西

丸
に
移
っ
た
際
に
従
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
「
御
守
衆
」
と
な
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
世
嗣
付
き
と
し
て
、本
丸
御
殿
に
も
下
部
屋
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

徳
松
は
天
和
三
年
に
没
し
て
い
る
の
で
、
図
2
を
元
禄
期
前
半
の
御
殿
図
と
す
る
と
齟

齬
が
生
じ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
御
守
衆
」
は
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
付
き
と
、
そ
の

側
室
お
伝
の
方
付
き
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
ち
ら
も
さ
ら
な

る
検
証
が
必
要
と
な
る
。

つ
い
で
、
官
職
名
の
「
肥
後
守
」
と
「
出
雲
守
」
に
つ
い
て
み
よ
う
。「
肥
後
守
」

に
つ
い
て
は
、
将
軍
綱
吉
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
保
科
正
容
と
思
わ
れ
る
。
正
容
は
、
綱

吉
の
叔
父
・
保
科
正
之
の
六
男
に
生
ま
れ
、
延
宝
八
年（
一
六
八
〇
）八
月
兄
正
経
の
継

嗣
と
な
り
、
同
年
閏
八
月
、
井
伊
直
該
・
松
平
忠
弘
な
ど
と
と
も
に
溜
間
に
伺
候
し
た
。

天
和
元
年（
一
六
八
一
）二
月
、
家
督
を
継
ぎ
会
津
城
主
、
同
年
一
二
月
従
四
位
下
侍
従

に
叙
任
さ
れ
、
肥
後
守
を
兼
ね
た
。
貞
享
四
年（
一
六
八
七
）四
月
に
は
、
東
山
天
皇
の

即
位
の
と
き
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）に
は
、
松
平
の
称
号
と
葵
紋
を
許
さ
れ
て
い
る
。「
有
司
勤
仕
録
」
の
「
溜

詰
」
の
項
に
は
、「
保
科
肥
後
守
正
之
は
、
其
頃
威
徳
兼
備
り
て
、
天
下
の
人
口
定
と
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四

し
て
政
務
を
取
計
ふ
、
夫
故
続
て
後
々
肥
後
守
正
容
此
職
た
り
」
と
あ
る
。
溜
詰
の
な

か
で
正
容
の
み
部
屋
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
血
縁
関
係
の
近
さ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

「
出
雲
守
」
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
に
同
じ
官
職
名
を
名
乗
り
、
将
軍
側
近
で
あ
っ

た
者
が
数
名
い
る
。
奥
詰
の
金
森
頼
旹
、
小
性
並
の
前
田
玄
長
、
高
家
の
大
沢
基
躬
な

ど
で
あ
る
。
高
山
城
主
金
森
頼
旹
は
、
天
和
三
年
一
二
月
従
五
位
下
出
雲
守
に
叙
任
さ

れ
、
元
禄
二
年
四
月
奥
詰
と
な
り
、
五
月
に
は
「
御
側
の
つ
と
め
」
と
な
っ
た
も
の
の
、

翌
三
年
四
月
に
免
職
と
な
っ
た
。
前
田
玄
長
は
、
公
家
の
押
小
路
公
音
の
二
男
と
し
て

生
ま
れ
た
が
、
元
禄
一
五
年
閏
八
月
、
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
て
小
性
並
と
な
り
、
一
二

月
に
従
五
位
下
侍
従
に
叙
任
さ
れ
、
出
雲
守
と
称
し
た
。
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）二
月

に
は
、
高
家
に
列
し
て
い
る
。
大
沢
基
躬
は
、
貞
享
四
年
八
月
に
知
行
一
〇
〇
〇
石
・

廩
米
六
〇
〇
俵
の
遺
跡
を
継
ぎ
、
元
禄
五
年
正
月
奥
高
家
と
な
り
、
従
五
位
下
侍
従
に

叙
任
さ
れ
て
越
中
守
を
名
乗
り
、
の
ち
出
雲
守
に
改
め
た
。

三
名
の
中
で
該
当
者
に
最
も
近
い
の
は
、
大
沢
基
躬
と
考
え
ら
れ
る
。
大
沢
基
躬（
基

珍
）は
、
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
の
姉
瑞
光
院
の
孫
、
つ
ま
り
、
桂
昌
院
の
姪
の
子
に
あ
た

る
。
綱
吉
が
桂
昌
院
の
一
族
を
取
り
立
て
た
こ
と
は
、「
柳
営
婦
女
伝
系　

巻
之
十
一

　

桂
昌
院
殿
之
伝
系
」
に
、「
御
恩
光
に
依
て
其
家
を
再
興
し
、
或
は
門
楣
を
輝
す
者

普
く
多
し
」と
記
さ
れ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
大
沢
氏
も
、本
庄
氏
と
と
も
に
そ
の「
恩

光
」
に
与
っ
た
家
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
沢
基
躬
は
、
高
家
の
家
柄
で
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
奥
高
家
に
登
用
さ
れ
、
元
禄
一
五
年
三
月
の
桂
昌
院
叙
位
と
宝
永
元
年
一
二

月
の
家
宣
養
君
決
定
の
際
に
京
へ
の
使
者
を
務
め
る
な
ど
、
重
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
基
躬
が
出
雲
守
を
名
乗
る
の
は
、
宝
永
三
年
頃
か
ら
と
思
わ
れ
る
の
で
、
図
2
を

元
禄
期
前
半
の
図
と
す
る
と
、
食
い
違
い
が
生
じ
る
。
御
殿
図
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は

別
々
の
時
期
の
状
況
が
記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
図
2
の
「
奥
中
之
口
」
付
近

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
は
、「
奥
中
之
口
」
部
分
が
別
の
時
期
の
状

況
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
が
、「
奥
」
空
間
の
構
造
な
ど
か
ら
、
元
禄
期
前
半
の
御
殿

図
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
綱
吉
は
、
将
軍
御
座
所
や
休
息
所
の
改
造
を
、
延
宝
八
年

七
月（
移
徙
は
一
〇
日
）、
貞
享
元
年
一
二
月（
移
徙
は
九
日
）、
貞
享
三
年
一
一
月（
移
徙
は

二
二
日
）と
行
っ
て
い
る
の
で
、「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
は
、
貞
享
三
年
改
造
後
の
状
況

を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
　
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
に

つ
い
て

「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」（
口
絵
1
）は
、
龍
野
城
主
で
あ
っ
た
脇
坂
家
の
次
席
家
老

を
務
め
た
田
付
家
旧
蔵
文
書
に
含
ま
れ
て
い
た
、
本
丸
御
殿
の
「
表
」
空
間
の
絵
図
で

あ
る
。
な
お
、
第
一
節
で
紹
介
し
た
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
と
同
じ
く
、
本
図
と
ほ
ぼ

同
内
容
の
絵
図
が
、
谷
直
樹
編
『
大
工
頭
中
井
家
建
築
指
図
集
─
中
井
家
所
蔵
本
─
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
題
は
、「
御
城
中
御
表
向
絵
図
」（
同
上
書
九
六
頁
掲
載
）で

あ
る
。

で
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
の
「
江
戸
御
城
殿
中
絵
図
」
と
比
較
し
な
が
ら
、

「
表
」
の
構
造
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
図
4
が
「
江
戸
御
城
殿
中
絵
図
」、
図
5

が
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
で
あ
る
。
両
図
を
比
較
し
て
み
る
と
、
構
造
的
に
非

常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
両
図
と
も
、
老
中
口
に
、
御
廊
下
番

（
貞
享
元
年
正
月
〜
宝
永
六
年
二
月
設
置
、
①
）、
御
次
番（
貞
享
二
年
五
月
〜
宝
永
六
年
二
月
設

置
、
②
）、
中
之
口
に
奥
詰
衆（
元
禄
二
年
三
月
〜
宝
永
六
年
正
月
設
置
、
③
）の
下
部
屋
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
綱
吉
時
代
の
元
禄
期
以
降
の
御
殿
図
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
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五

と
く
に
、
図
5
の
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
に
は
、
老
中
口
の
下
部
屋
に
、
個

別
の
官
職
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（
図
6
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
右

奥
か
ら
老
中
の
大
久
保
加
賀
守（
忠
朝
）・
阿
部
豊
後
守（
正
武
）・
戸
田
山
城
守（
忠
昌
）、

側
用
人
の
牧
野
備
後
守（
成
貞
）、
老
中
の
土
屋
相
模
守（
政
直
）、
左
手
前
か
ら
側
用
人

の
柳
沢
出
羽
守（
保
明
）、
若
年
寄
の
加
藤
佐
渡
守（
明
英
）・
秋
元
但
馬
守（
喬
知
）・
内
藤

丹
波
守（
正
親
）そ
れ
ぞ
れ
の
在
職
期
間
か
ら
、
こ
の
御
殿
図
は
、
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）

一
〇
月
か
ら
同
七
年
四
月
ま
で
の
絵
図
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
図

4
の
「
江
戸
御
城
殿
中
絵
図
」（
こ
ち
ら
は
老
中
の
職
名
の
み
記
載
）も
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
図

と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
一
節
で
元
禄
期
前
半
の
御
殿
図
と
推
測
し
た
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
の

「
表
」
の
部
分
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
図
7
は
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」、
図
8
は
「
江
戸

城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」、
の
黒
書
院
付
近
の
図
で
あ
る
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
図
7

の
「
時
圭
ノ
間
」（
時
斗
之
間
、
①
）の
右
側
が
「
御
老
中
部
や
」、「
御
用
部
や（
若
年
寄
部

屋
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
図
8
で
は
「
御
膳
立
之
間
」（
②
）と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
第
一
節
で
引
用
し
た
新
井
白
石
の
「
紳
書
」
に
よ
れ
ば
、

貞
享
元
年（
一
六
八
四
）の
堀
田
正
俊
刺
殺
事
件
を
契
機
に
、「
昔
よ
り
御
膳
立
の
間
な
り

し
所
を
老
中
の
御
用
部
屋
と
名
付
て
、
そ
こ
に
老
中
伺
候
し
」
と
あ
る
。
も
し
、
白
石

が
述
べ
る
「
昔
よ
り
御
膳
立
の
間
」
が
図
8
の
「
御
膳
立
之
間
」（
②
）に
該
当
す
る
な

ら
ば
、
図
8
の
こ
の
部
分
は
、
貞
享
元
年
以
前
の
状
況
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
視
点
で
み
れ
ば
、図
7
と
図
8
は
、い
く
つ
か
の
部
屋
で
相
違
が
み
ら
れ
る
。

「
時
圭
ノ
間
」
の
外
に
あ
る
「
新
番
詰
所
」（「
新
御
番
所
」、
③
）は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ

の
上
の
「
中
ノ
間
」（
④
）と
「
羽
目
ノ
間
」（
⑤
）は
、
図
8
で
は
共
に
「
焼
火
之
間
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
図
7
の
部
屋
名
の
部
分
が
、
図
8
で
は
職
名
で
記
さ
れ

る
所
が
四
ヶ
所
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
中
奥
ノ
間
」
が
「
中
奥
衆
」（
⑥
）、「
菊
之
間
」

が
「
御
小
姓
組
番
頭
・
御
使
番
」（
⑦
）、「
焼
火
ノ
間
」（
図
7
で
は
判
読
し
が
た
い
が
、
同

内
容
の
「
御
本
丸
惣
指
図
」〔
中
井
家
所
蔵
本
〕
で
は
「
焼
火
ノ
間
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
）が
「
諸

役
人
伺
公
之
間
」（
⑧
）、「
桔
梗
ノ
間
」
が
「
御
番
医
者
衆
」（
⑨
）と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
同
一
の
部
屋
名
と
職
名
が
記
さ
れ
る
所
が
一
ヶ
所
、「
鴈
之
間
・
御
詰
衆
」（
⑩
）

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
部
屋
と
職
名
と
の
関
係
は
、
万
治
二
年（
一
六
五
九
）九
月
の
「
殿
中
席
書
」

に
よ
る
と
、
各
役
職
の
殿
中
席
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
同
史
料
で
は
、「
中
奥
ノ
間
」

は
「
款
冬
之
間
」、「
桔
梗
ノ
間
」
は
「
躑
躅
之
間
上
北
之
間

4

4

4

4

」、「
焼
火
ノ
間
」
は
「
躑

躅
間
北
ヨ
リ
二
之
間

4

4

4

4

4

4

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
桔
梗
ノ
間
」
と
「
焼
火
ノ
間
」
が
上
記

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
理
由
は
、
躑
躅
之
間
の
北
側
に
部
屋
が
位
置
す
る
た
め
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、「
焼
火
ノ
間
」（「
躑
躅
間
北
ヨ
リ
二
之
間
」）の
「
諸
役
人
」
と
は
、
こ
の
部
屋

に
殿
席
を
与
え
ら
れ
た
納
戸
頭
・
腰
物
奉
行
頭
・
二
丸
留
守
居
番
・
裏
門
番
頭
・
広
敷

番
頭
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、図
8
の
中
心
部
に
見
え
る「
竹
之
間
」（
⑫
）で
あ
る
。「
甲

府
殿
御
部
屋
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
竹
之
間
」
は
甲
府
綱
豊（
甲
府
城
主
、

の
ち
の
六
代
将
軍
家
宣
）の
詰
所
兼
控
席
で
あ
っ
た
。
同
じ
徳
川
一
門
で
も
、
御
三
家
が

玄
関
に
近
い
大
廊
下
に
部
屋
を
与
え
ら
れ
て
い
る（
図
5
の
④
）こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
将

軍
綱
吉
の
甥
に
あ
た
る
綱
豊
は
、「
奥
」
近
く（
図
5
の
⑤
）、
し
か
も
床
の
間
付
き
の
部

屋
を
与
え
ら
れ
、
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
は
、
下
部
屋
付
近
か
ら
す
れ
ば
、

元
禄
三
〜
七
年
頃
の
図
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
黒
書
院
近
く
か
ら
み
れ
ば
、
も
う

少
し
早
い
時
期
、
家
綱
時
代
後
期
〜
綱
吉
時
代
初
期
の
状
況
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
の

で
、
今
後
の
さ
ら
な
る
考
証
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
宝
永
二
〜
三
年（
一
七
〇
五
〜
〇
六
）の
御
殿
図
で
あ
る
図
9
に
よ
れ
ば
、
新
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註（
1
）　
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」』
第
二
七
号
・
二
八
号（
一
九
九
三
・
一
九
九
四

年
）。

（
2
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
三
、
三
一
九
頁
。
新
見
家
は
、
正
登
の
と
き
家
禄
八
一
〇

石
余
で
あ
っ
た
が
、
正
路
が
西
丸
御
側
御
用
取
次
に
登
用
さ
れ
た
際
、
二
〇
〇
〇
石
高
に
加
増

さ
れ
た（『
柳
営
補
任
』
一
巻
、
一
一
一
頁
）。
新
見
文
書
は
全
三
五
四
点
、「
御
本
丸
奥
表
絵

図
」
は
整
理
番
号
六
〇
で
あ
る
。

番
所
は
桔
梗
之
間（
⑨
）に
移
動
し
、
元
新
番
所
は
「
溜
り
」（
③
）と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
吹
之
間
の
上
に
あ
っ
た
「
御
目
付
衆
部
屋
」（
⑬
）は
紅
葉
之
間
の
左（
⑭
）に

移
り
、「
中
奥
ノ
間
」（
⑥
）は
消
滅
し
て
い
る
。

お
　
わ
　
り
　
に
　

本
小
稿
で
は
、
東
京
都
公
文
書
館
蔵
「
御
本
丸
奥
表
絵
図
」
と
、
た
つ
の
市
立
龍
野

歴
史
文
化
資
料
館
蔵
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
を
紹
介
し
、
五
代
将
軍
綱
吉
時
代

の
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
両
図
と
も
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
御
殿

図
が
幕
府
大
工
頭
中
井
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
絵
図
の
信
用
度
は
高
い
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
御
殿
図
の
内
部
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
両
図
と
も
、
特
定
の
時
期

に
限
定
す
る
こ
と
は
、
無
理
が
生
ず
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
両
図
と
も
、
全
体
的
に
み

る
と
、
元
禄
時
代
の
状
況
を
示
す
御
殿
図
と
推
定
さ
れ
る
が
、
一
部
そ
れ
以
前
の
内
容

が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
御
殿
図
に
は
異
な
る
年
代
の
状
況

が
記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
年
代
測
定
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ

る
と
い
え
よ
う
。

（
30
）

（
3
）　
『
徳
川
実
紀
』
第
六
篇（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）七
五
一
頁
。

（
4
）　
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三（
古
事
類
苑
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）七
四
二
〜
七
四
三
頁
。

（
5
）　
『
同
右
』
二
〇
九
頁
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
紳
書
」（
白
石
叢
書
）。

（
6
）　
「
吏
徴
附
録
廃
職
」
に
よ
る
と
、
桐
之
間
番
は
天
和
元
年（
一
六
八
一
）七
月
一
〇
日
の
創

設
と
い
う
。
そ
の
と
き
任
命
さ
れ
た
三
名
は
、「
向
後
桐
之
間
に
可
相
詰
旨
」
を
命
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
そ
の
際
は
、
別
の
場
所
に
桐
之
間
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る（『
同
右
』

七
六
三
頁
）。

（
7
）　

な
お
、
将
軍
綱
吉
が
元
禄
一
一
年（
一
六
九
八
）三
月
一
八
日
、
尾
張
家
の
麹
町
屋
敷
に
御

成
し
た
と
き
の
「
御
成
御
殿
御
指
図
」（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
）に
よ
る
と
、

老
中
な
ど
の
「
御
用
部
屋
」（
六
室
）の
他
に
、
小
性
・
小
納
戸
な
ど
将
軍
側
近
の
部
屋
が
集
中

す
る
場
所
に
、
二
つ
の
「
御
用
部
屋
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
側
用
人（
柳
沢
保

明
・
松
平
輝
貞
）の
詰
所
と
推
測
さ
れ
る
。
深
井
雅
海
『
図
解　

江
戸
城
を
よ
む
』（
原
書
房
、

一
九
九
七
年
）二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
参
照
。
側
用
人
の
部
屋
も
「
御
用
部
屋
」
と
称
さ
れ
る
の

は
、
当
時
の
側
用
人
が
老
中
合
議
に
も
参
加
す
る（
深
井
雅
海
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』

〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
〕
三
五
〜
三
七
頁
）幕
閣
の
構
成
員
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。

（
8
）　
「
吏
徴
附
録
廃
職
」
に
よ
る
と
、
廊
下
番
は
貞
享
元
年（
一
六
八
四
）正
月
の
創
設
と
さ
れ

る
。
ま
た
、「
泰
平
年
表
」
に
は
、「
御
廊
下
番
は
、
皆
能
役
者
よ
り
堪
能
の
も
の
を
召
出
さ
れ
、

苗
字
を
改
め
御
番
を
勤
し
な
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、七
六
六
頁

参
照
。

（
9
）　

後
出
図
６
の
「
江
戸
城
本
丸
御
座
鋪
之
図
」
参
照
。

（
10
）　

松
尾
美
恵
子
「
江
戸
幕
府
職
制
の
成
立
過
程
─
初
期
留
守
居
の
補
任
者
と
職
務
内
容
の
検

討
─
」（
児
玉
幸
多
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
幕
府
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
三
年
、

所
収
）一
八
五
〜
一
八
六
頁
。
な
お
、
大
野
瑞
男
氏
も
、
寛
永
末
年
以
降
も
留
守
居
の
財
政
関

与
は
続
き
、
元
禄
二
年
に
至
っ
て
、
幕
府
財
政
機
構
は
勘
定
頭
に
よ
っ
て
全
面
的
に
掌
握
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る（
同
氏
著
『
江
戸
幕
府
財
政
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
、
一
二
〇
頁
）。

（
11
）　
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
）五
二
頁
。『
徳
川
実
紀
』

第
五
篇（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）延
宝
八
年
一
一
月
二
七
日
条
。
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（
12
）　

深
井
雅
海
「〔
史
料
紹
介
〕
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
館
林
様
分
限
帳
」
に
つ
い
て
」（
大

石
慎
三
郎
編
『
近
世
日
本
の
文
化
と
社
会
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）二
五
二
頁
。

（
13
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
五
、
一
七
九
頁
。『
同
上
』
第
二
一
、
一
〇
八
頁
。『
同

上
』
第
九
、
八
九
頁
。『
同
上
』
第
一
一
、
九
四
頁
。

（
14
）　

な
お
、
延
宝
八
年（
一
六
六
〇
）〜
貞
享
元
年（
一
六
八
四
）の
「
武
鑑
」
に
よ
る
と
、「
禁

中
様
御
守
衆

4

4

4

」・「
新
院
様
御
守
衆

4

4

4

」・「
本
院
様
御
守
衆

4

4

4

」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
奥
向
き
の

役
職
で
は
な
い
た
め
、
指
摘
す
る
に
止
め
る（
深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府
役
職

武
鑑
編
年
集
成
』
第
三
巻
〔
東
洋
書
林
、
一
九
九
六
年
〕
参
照
）。

（
15
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
、
二
六
〇
〜
二
六
一
頁
。

（
16
）　
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
一
七
一
頁
。

（
17
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
二
五
六
頁
。

（
18
）　
『
同
右
』
第
二
一
、
八
四
頁
。

（
19
）　
『
同
右
』
第
一
二
、
一
一
八
頁
。

（
20
）　
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
二
一
八
〜
二
二
九
頁
。

（
21
）　

註（
19
）に
同
じ
。

（
22
）　
「
武
鑑
」
に
よ
る
と
、
高
家
の
大
沢
は
、
宝
永
二
年
ま
で
は
越
中
守
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、

宝
永
三
年
か
ら
出
雲
守
に
改
め
て
い
る（
深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府
役
職
武
鑑

編
年
集
成
』
第
六
巻
、
二
一
二
・
二
八
九
頁
）。

（
23
）　

た
と
え
ば
、「
東
武
御
本
丸
絵
図
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）は
、「
表
」
の
部
分
は
「
御

小
納
戸
口
」（
納
戸
口
）に
記
さ
れ
た
人
名
か
ら
、
延
享
四
年（
一
七
四
七
）〜
寛
延
元
年（
一
七
四

八
）ま
で
の
御
殿
図
と
推
定
さ
れ
る
が
、「
奥
」
の
部
分
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
人
名
か
ら
、
享

保
一
五
〜
一
六
年（
一
七
三
〇
〜
三
一
）頃
の
状
況
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
深
井
雅
海

『
江
戸
城
御
殿
の
構
造
と
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）二
七
〜
二
八
・
一
〇

三
・
一
一
〇
頁
参
照
。

（
24
）　
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
二
、
三
四
九
〜
三
五
一
・
三
六
九
〜
三
七
一
・
三
七
九
〜

三
八
三
頁
。

（
25
）　
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
七
六
五
〜
七
六
六
・
七
六
八
・
七
四
二
〜
七
四
三
頁
。

（
26
）　

竹
内
誠
編
『
徳
川
幕
府
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）四
三
五
〜
四
三
六
・
四
五

九
・
四
六
七
〜
四
六
八
頁
参
照
。

（
27
）　

あ
る
い
は
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
、「
奥
」
に
あ
る
図
２
の
「
御
膳
立
の
間
」
が

ま
ず
老
中
の
御
用
部
屋
と
な
り
、
さ
ら
に
時
間
が
経
過
し
た
の
ち
、「
表
」
近
く（
図
７
の
②
）

に
移
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
白
石
の
「
是
よ
り
老
中
御
前
を
遠
ざ
け
ら
れ
し
事
幾
間
と
い

ふ
事
を
し
ら
ず
」
と
い
ふ
文
言
を
、
一
気
に
「
表
」
近
く
に
遠
ざ
け
た
の
か
、
段
階
的
に
遠
ざ

け
た
の
か
、
ど
ち
ら
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
は

今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

（
28
）　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
九
号（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）二
五
〜
二
七
頁
。

（
29
）　

綱
豊
は
、
寛
文
二
年（
一
六
六
二
）四
月
に
生
ま
れ
、
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）一
〇
月
に
父

綱
重
の
家
督
を
継
い
で
甲
府
城
主
と
な
り
、
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）一
二
月
、
将
軍
綱
吉
の
世

子
と
し
て
江
戸
城
西
丸
御
殿
に
入
っ
た（『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
五
三
頁
）。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
場
所
か
ら
す
れ
ば
、
延
宝
六
年
〜
宝
永
元
年
ま
で
の
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
30
）　

註（
23
）の
深
井
著
書
二
七
頁
も
参
照
。
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①①

②②

⑥⑥

⑦⑦

③③

図1　「御本丸寛永度絵図」

註　東京都立中央図書館特別文庫室蔵
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⑦⑦

③③



元
禄
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

一
〇

⑬⑬

⑫⑫ ⑪⑪ ⑩⑩

①①
②②

③③

⑥⑥

⑦⑦⑧⑧

図2　「御本丸奥表絵図」

註　東京都公文書館蔵
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⑬⑬

⑫⑫ ⑪⑪ ⑩⑩

①①
②②

③③

⑥⑥

⑦⑦⑧⑧
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一
二

図
3　「

江
戸
城
御
本
丸
御
表
御
中
奥
御
大
奥
総
絵
図
」（
部
分
）

註
　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵

①①

② ②

⑥ ⑥

⑦ ⑦
⑨ ⑨

③ ③

④ ④

⑤⑤
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一
三

図6　「江戸城本丸御座舗之図」に見える老中口の下部屋

註　たつの市立龍野歴史文化資料館蔵
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①①
②②

③③

図4　「江戸御城殿中絵図」

註　名古屋市蓬左文庫蔵



元
禄
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

一
五

①①
②②
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①①②②

③③

④④

⑤⑤

図5　「江戸城本丸御座舗之図」

註　たつの市立龍野歴史文化資料館蔵
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①①②②

③③

④④

⑤⑤
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①① ②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑫⑫

⑬⑬

南

北

西東

図7　「御本丸奥表絵図」（部分）

註　東京都公文書館蔵
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九

南

北

西東

①① ②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦
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図8　「江戸城本丸御座舗之図」（部分）

註　たつの市立龍野歴史文化資料館蔵
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図9　「江戸城御本丸御表御中奥御大奥総絵図」（部分）


